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長期固定金利型住宅ローン【フラット３５】（買取型）併用ローン「プラスワン（変動金利型）」 

重要事項説明書 

                                            （2023 年 10 月現在） 

1 商品名 長期固定金利型住宅ローン【フラット３５】（買取型）併用ローン「プラスワン（変動金利型）」 

2 ご利用いただけ

る方 

以下の条件をいずれも満たすことの出来るお客様 

・弊社で長期固定金利型住宅ローン【フラット３５】をお申込いただき、ご利用可能な方 

・申込時年齢 70 歳未満の方(但し、お申込人が融資実行時に 70 歳半以下であること) 

・財形住宅融資等、【フラット３５】以外の住宅ローンとは併用できません。 

・日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者の方 

3 資金使途 ご本人が所有して居住される住宅の建築または新築住宅もしくは中古住宅を購入するための資金（ご

親族がお住まいになるための住宅並びにセカンドハウスも融資対象となります。） 

4 ご融資金額 50 万円以上 800 万円以下（1 万円単位）（ただし【フラット３５】との合計で 8000 万まで） 

ただし、住宅建設費（土地の取得費を含む。）または住宅の購入価額の 10％以内とします。 

5 ご融資期間 【フラット３５】の返済年数以内とします。 

6 ご融資金利及び

ご返済額 

・変動金利が適用されます。当初金利は、金銭消費貸借契約時（資金交付時）の金利が適用されます。 

・金利は 6 ヶ月ごとに見直しを行います（毎年 4 月 1 日・10 月 1 日）。見直し後の金利は各々6 月又

は 12 月の約定返済分より反映されます。 

・5 年経過毎に返済額の見直しを行います。返済額は 5 年間変わりません。但し、金利見直し時に毎

月返済分の利息額が毎月返済額を上回る場合はこの限りではありません。 

7 融資対象となる

住宅及び物件検

査 

・独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」)の定める技術基準に適合する住宅であること。なお、

保留地および買戻特約付敷地は対象外です。 

・①戸建住宅の場合：一戸建て住宅の場合住宅部分の面積が 70 ㎡以上の住宅。 

②共同建住宅の場合：専有面積が 30 ㎡以上の住宅 

8 ご返済方式・方

法 

・元利均等返済毎月払い 

・毎月のお支払は、お客様指定の預金口座から自動引落させていただきます。但し、併用する【フラ

ット３５】の引落口座と同じ口座とさせていただきます。 

・ボーナス併用のお支払いはお取扱いできません。 

・年金等公的給付の受取口座からの返済金の口座引落は、貸金業法で禁止されていますので、別の口

座をご指定ください。 

9 収入に関する条

件 

・安定した収入がある方         

・併用する長期固定金利型住宅ローン【フラット３５】とその他借入金を合わせたすべてのお借入金

の年間返済額の年収（原則としてお申込年度の前年の収入）に占める割合が、次の基準を満たして

いる方(収入を合算することもできます。） 

年収 400 万円以上/割合 35%以下、 年収 400 万円未満/割合 30%以下 

10 保証人 必要ありません。 

11 担保 ・お借入れの対象となる住宅及びその敷地に、弊社を抵当権者とする第二位の抵当権を設定していた

だきます。（機構が第一順位の抵当権者となります。）なお、抵当権の設定費用（登録免許税、司法

書士報酬等）はお客様のご負担となります。 

・抵当権設定の登記申請は弊社指定、または弊社が認める司法書士の方にご依頼いただきます。お客

様ご本人、ご親族等による登記申請はお断りしております。 

12 団体信用生命保

険(団信) 

・原則として弊社指定の団信にご加入いただきます（保険料は弊社負担。）。 

・生命保険会社の付保の諾否が判明するまで、ご融資の実行はできません。 

・ペア連生及び３大疾病特約付はお取扱いしておりません。 

・融資実行時点で 70 歳半を超える方のお申込はお取扱いできません。 

・加入者の 81 歳到達と同時に団信契約から脱退(契約解除)することになります。 

・お一人でお申込みの方が団信加入出来ない場合、ご加入可能な方を連帯債務者に加えていただきます。 

 

 

 

  ・連帯債務としてお二人でお申し込みの場合、【フラット３５】の団信に加入される方と同一の方にご加

入いただきます。なお、健康上の理由やその他事情により団体信用生命保険に加入できない場合は、他

方の債務者様にご加入いただきます。 

・団信告知書の有効期間は記入日より 150 日間です。期限切れとなった場合、再提出が必要です。 

・団信契約からの脱退後に、別の連帯債務者を団信に加入させることが出来る場合があります。 

 また、脱退を理由に適用金利が変わることはありません。 

13 火災保険 住宅ローンの完済まで、建物に火災保険を付保していただきます。                           

14 繰上返済 融資金を繰り上げて返済するときは、1 か月前までに弊社管理部に申し出ていただきます。また、返済が

一部のときは、期間短縮型のみのお取扱いとなり、返済額は 10 万円以上、返済日は毎月の約定返済日と

なります（繰上返済手数料はかかりません）。 

15 融資手数料 55,000 円(税込)。    

16 その他の費用 印紙税等費用（実費）がかかります。 

17 反社会勢力の

排除 

弊社は反社会的勢力の排除に努め、宣言をしております（弊社ホームページをご参照下さい）。 

18 

 

その他 ・前項までに記載されていない内容については、長期固定金利型住宅ローン【フラット３５】の商品概要

に準拠いたします。 

・審査の結果によっては、住宅ローン利用のご希望に添えない場合がございますのでご了承ください。 

・元利金の返済が遅延した場合は遅延している元金に対して年 14.5％（1 年を 365 日とする日割り計算）

の損害金をいただきます。 

・当住宅ローン債権は融資実行後、弊社が提携する金融機関等へ債権譲渡される場合があります。又、弊

社が再び債権を譲り受ける可能性があります。これらの債権譲渡について御承諾いただき、また、当該

譲渡の際には、改めて当該譲渡を承諾のうえ、弊社に対し有する相殺、弁済、無効、取消しその他一切

の抗弁権を放棄いただきます。 

・前項により債権が譲渡された場合、譲受人は債権の管理、回収その他の事務を、債権を譲渡した者又は

その他の者に対して委託することができます。 

・債権譲渡の際は対象となる物件に設定されている後順位の抵当権移転登記をさせていただく場合があ

ります。その場合抵当権移転に関し、お客様に費用の負担は発生しません。 

・抵当権設定者、債務者、住宅又は敷地変更に関する変更登記の費用はお客様にご負担いただきます。 

・弊社の判断により住宅融資保険を付保する場合があります。この場合も、お客様に保険料の負担は発

生いたしません。  

・当説明書の内容については変更する場合があります。その場合は事前にお客様へ通知するものとしま

す。 

 

 

 

株式会社優良住宅ローン 御中 

上記重要事項の説明を受けました。 上記重要事項の説明を受けました。 

西暦      年   月   日 西暦      年   月   日 

申込人氏名（自署） 

                        

連帯債務者氏名（自署） 

                        
 


